
暮
ら
し
の

お
知
ら
せ

Information

　

戸
籍
は
、
日
本
人
の
出
生
か
ら
死
亡

ま
で
の
身
分
関
係
を
登
録
し
公
証
す
る

も
の
で
す
。

　

戸
籍
を
見
れ
ば
、
夫
婦
・
親
子
・
兄

弟
姉
妹
な
ど
の
関
係
が
分
か
り
ま
す
。

市
民
課
・
支
所
住
民
課
の
窓
口
で

　

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
、
結
婚
・

離
婚
を
す
る
と
き
、
家
族
が
亡
く
な
っ

た
と
き
な
ど
は
、
左
表
の
と
お
り
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い（
市
民
課
ま
た
は

下
総
支
所
・
大
栄
支
所
住
民
課
へ
。
遠

山
分
室
、
赤
坂
分
室
で
は
受
け
付
け
し

て
い
ま
せ
ん
）。

　

な
お
、
届
け
出
か
ら
戸
籍
が
出
来

上
が
る
ま
で
に
1
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま

す
。

　

届
け
出
を
す
る
と
き
は
、
次
の
こ
と

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

出
生
届

　

子
ど
も
の
名
に
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
常
用
漢
字
・
人
名
用
漢
字
、

ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
で
す

死
亡
届

　

代
理
人
が
届
け
出
す
る
と
き
は
、
届

書
へ
の
親
族
な
ど
に
よ
る
署
名
、
押
印

が
必
要
で
す

婚
姻
届

　

届
書
に
証
人
2
人（
成
人
な
ら
ど
な

た
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
）の
署
名
・
押

印
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
未
成
年
者
が

婚
姻
す
る
と
き
は
父
母
の
同
意
書
が
必

要
で
す

離
婚
届

　

協
議
離
婚
の
と
き
は
、
届
書
に
証
人

2
人（
成
人
な
ら
ど
な
た
で
も
か
ま
い

ま
せ
ん
）の
署
名
・
押
印
が
必
要
で
す
。

　

離
婚
後
も
婚
姻
中
の
氏
を
称
す
る
と

き
は
、
離
婚
後
3
カ
月
以
内
に「
離
婚

の
際
に
称
し
て
い
た
氏
を
称
す
る
届
」

の
届
け
出
が
必
要
で
す

本
人
確
認
を
し
ま
す

　

婚
姻
届
・
離
婚
届
・
養
子
縁
組
届
・

養
子
離
縁
届
の
際
に
は
、
届
け
出
に
来

た
人
の
本
人
確
認
を
し
ま
す
。

　

確
認
方
法
と
し
て
は
、
運
転
免
許
証

や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
、
身
分
証
明
書
の

提
示
を
お
願
い
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の

証
明
書
の
無
い
場
合
に
は
、
届
け
出
を

受
理
し
た
後
、
本
人
あ
て
に
届
け
出
が

あ
っ
た
旨
を
通
知
す
る
こ
と
で
、
本
人

確
認
と
し
ま
す
。

　

夏
は
水
の
使
用
量
が
最
も
多
く
な
る

季
節
で
す
。

　

水
に
つ
い
て
の
関
心
を
高
め
、
理
解

を
深
め
て
も
ら
お
う
と
、
8
月
1
日
が

「
水
の
日
」に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

わ
た
し
た
ち
が
毎
日
使
っ
て
い
る
水

道
水
は
、
地
下
水
と
河
川
水
が
水
源
で

す
。水
を
使
う
と
き
は
節
水
を
心
掛
け
、

限
り
あ
る
資
源
を
大
切
に
し
ま
し
ょ

う
。

戸
籍
の
届
け
出

こ
ん
な
と
き
は

こ
ん
な
手
続
き
を

水
は
貴
重
な
資
源
で
す

8
月
1
日
は
水
の
日

※�

戸
籍
に
関
す
る
届
け
出
に
は
、
こ

の
ほ
か
に
転
籍
届
、
入
籍
届
、
認

知
届
、
帰
化
届
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
く
わ
し
く
は
市
民
課︵
☎
20
︲

1
5
2
5
︶へ
。

※�

く
わ
し
く
は
市
水
道
部
業
務
課︵
☎

22
︲
0
2
6
9
︶へ
。

届け出 届出期間 届出人 届出場所 必要なもの

出生届 生まれた日か
ら14日以内 父と母

出生地、子の本
籍地または届
出人の所在地
の市町村役場

医師または助産
師の出生証明書、
母子健康手帳、印
鑑（届出人）

死亡届
死亡の事実を
知った日から
7日以内

親族、同居
者、家主・地
主・家屋管
理人・土地
管理人

死亡地、死亡
者の本籍地ま
たは届出人の
所在地の市町
村役場

医師の死亡診断
書または死体検
案書、印鑑（届出
人）

婚姻届
届け出をした
ときから効力
があります

夫・妻とな
る人

夫・妻の本籍
地または所在
地の市町村役
場

戸籍謄本1通ず
つ、印鑑（夫、妻
各1本、一方は旧
姓）

離
婚
届

協議離婚
届け出をした
ときから効力
があります

夫と妻
夫妻の本籍地
または所在地
の市町村役場

戸籍謄本1通、印
鑑（夫、妻各1本）

裁判離婚

調停成立また
は審判・判決
確定の日から
10日以内

申立人

夫妻の本籍地
または届出人
の所在地の市
町村役場

戸籍謄本1通、調
停調書の謄本ま
たは審判・判決
書の謄本と確定
証明書、印鑑（届
出人）
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飲
食
店
や
店
舗
、
事
務
所
な
ど
の
事

業
所
か
ら
発
生
す
る
一
般
廃
棄
物（
ご

み
）は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
」に
よ
り
、
事
業
者
自
ら

の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
処
理
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
事
業

所
か
ら
発
生
す
る
ご
み
は
、
一
般
家
庭

用
の
集
積
所
に
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

　

分
別
を
徹
底
し
、
い
ず
み
清
掃
工
場

ま
た
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ（
下
総
・

大
栄
地
区
は
伊
地
山
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
）へ
自
己
搬
入
す
る
か
、
収
集
運

搬
許
可
業
者
へ
委
託
す
る
な
ど
適
正
な

処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

●�

分
別
方
法
＝「
燃
や
せ
る
ご
み
」、「
ビ

ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」、「
ビ

ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
」、「
金
物
・
陶

磁
器
類
」に
分
別
し
、
半
透
明
の
業

務
用
ご
み
袋
を
使
用

●
処
理
方
法

�

ご
み
処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る
場

合
…「
燃
や
せ
る
ご
み
」は
、
い
ず

み
清
掃
工
場（
☎
36
‐
1
6
8
9
）、

「
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」、

「
ビ
ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
」、「
金
物
・

陶
磁
器
類
」は
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ

ザ（
☎
36
‐
1
0
0
0
）へ

�

許
可
業
者
に
処
理
を
委
託
す
る
場
合

…
成
田
市
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬

許
可
業
者
へ

下
総
・
大
栄
地
区
の
事
業
所
は

●�

分
別
方
法
＝「
可
燃
ゴ
ミ
」、「
ビ
ン
・

カ
ン
」、「
不
燃
ゴ
ミ
」、「
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
」に
分
別
し
、
半
透
明
の
ご
み

袋
を
使
用

●
処
理
方
法

�
ご
み
処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る
場

合
…「
可
燃
ゴ
ミ
」、「
ビ
ン
・
カ
ン
」、

「
不
燃
ゴ
ミ
」は
、
伊
地
山
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー（
☎
0
4
7
8
‐
59
‐

2
1
4
8
）へ（
搬
入
券
が
必
要
、
下

総
・
大
栄
支
所
生
活
環
境
課
で
配

布
）。「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」は
、
直
接
搬

入
で
き
ま
せ
ん
。
リ
サ
イ
ク
ル
を
促

進
す
る
た
め
、
許
可
業
者
に
委
託
し

て
く
だ
さ
い

�

許
可
業
者
に
処
理
を
委
託
す
る
場
合

…
北
総
西
部
衛
生
組
合
一
般
廃
棄

物
収
集
運
搬
許
可
業
者
へ　

　

ス
プ
レ
ー
缶
、
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
、

シ
ン
ナ
ー
な
ど
の
容
器
は
、
そ
の
排
出

方
法
に
よ
っ
て
は
収
集
の
と
き
、
ま
た

は
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
や
伊
地
山
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
処
理
す
る
と
き
、

爆
発
事
故
や
火
災
な
ど
の
発
生
原
因
と

な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
発
生
す
る
と
、

そ
こ
で
働
く
人
の
安
全
が
損
な
わ
れ
る

と
と
も
に
、
機
械
が
破
損
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
修
繕
に
多
額
の
費
用
と
日
数

を
要
し
、
そ
の
間
の
ご
み
処
理
に
も
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ

は
、
ガ
ス
な
ど
を
使
い
切
っ
て
穴
を
開

け
、
シ
ン
ナ
ー
な
ど
の
容
器
は
、
中
身

を
空
に
し
、
栓
を
開
け
た
ま
ま
か
、
上

ぶ
た
を
取
っ
て「
金
物
・
陶
磁
器
類
」

（
黄
色
の
指
定
袋
）、
下
総
・
大
栄
地
区

は「
ビ
ン
・
カ
ン
」（
黄
色
の
指
定
袋
）の

収
集
日
の
午
前
8
時
30
分
ま
で
に
集
積

所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ガ
ス
ボ
ン
ベ（
カ
セ
ッ
ト
コ

ン
ロ
用
を
除
く
）や
消
火
器
は
、
市
で

は
処
理
で
き
ま
せ
ん
の
で
購
入
し
た
販

売
店
や
専
門
の
業
者
に
処
理
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。

　

危
険
物
を
出
す
場
合
は
、
面
倒
で
も

必
ず
右
下
図
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

道
路
な
ど
に
放
置
さ
れ
た
自
動
車

は
、
通
行
の
妨
げ
に
な
る
ば
か
り
で
な

く
、
地
域
の
美
観
を
損
ね
ま
す
。

　

ま
た
、
放
置
自
動
車
周
辺
に
ご
み
を

不
法
投
棄
さ
れ
た
り
し
て
、
生
活
環
境

の
悪
化
を
も
生
じ
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
善
す
る
た

め
、
市
で
は「
成
田
市
放
置
自
動
車
の
発

生
の
防
止
及
び
適
正
な
処
理
に
関
す
る

条
例
」に
よ
り
、
放
置
自
動
車
の
調
査

を
行
い
、
所
有
者
・
使
用
者
へ
早
急
な

移
動
を
指
導
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

使
用
済
み
と
な
っ
た
自
動
車
は
、
販

売
店
や
引
取
業
者
に
引
渡
し
て
廃
車
手

続
き
を
す
る
な
ど
、
適
正
に
処
分
す
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

一
般
家
庭
用
の
集
積
所
に

は
出
せ
ま
せ
ん

事
業
所
ご
み
の
処
理

※�

く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課︵
☎
20
︲

1
5
3
2
︶へ
。

※�

く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎

20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

必
ず
使
い
切
っ
て
か
ら

指
定
ご
み
袋
へ

ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ

※�

く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課︵
☎

20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

処
分
は
適
正
に
！

使
用
済
み
自
動
車

必ず中身を空にし、
栓を開けたままか、
上ぶたを取って材質
により分別して、そ
れぞれのごみ袋へ

必ず使い切ったあと、
着火部分を壊し、プ
ラスチックと金物に
分別してそれぞれの
ごみ袋へ

ガソリン・灯油・
シンナーなどの容器

スプレー缶（カセッ
ト用コンロ・殺虫
剤・ヘアスプレー）

使い捨てライター

面倒でも必ず行って

必ず使い切り、火気の
ない風通しの良い場
所で穴を開けてから、
「金物・陶磁器類」（下
総・大栄地区は「ビン・
カン」）のごみ袋へ
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農
業
用
施
設
の
用
排
水
路
な
ど
に
お

け
る
人
身
事
故
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
休
日
や
夏
季
期
間
は
幼
児
、
児

童
の
水
難
事
故
が
多
発
し
て
い
て
大
変

危
険
で
す
。
用
排
水
路
や
水
門
、
揚
排

水
機
場
な
ど
で
は
子
ど
も
た
ち
が
遊
ば

な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

最
近
、
宅
地
内
の
排
水
設
備
の
清

掃
・
点
検
に
来
た
と
、
市
役
所
か
ら
紹

介
さ
れ
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、
各

家
庭
を
訪
問
す
る
業
者
が
見
受
け
ら
れ

ま
す
。

　

市
で
は
排
水
設
備
の
清
掃
や
点
検
に

つ
い
て
、
業
者
の
紹
介
や
あ
っ
せ
ん
は

一
切
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
市
か
ら
業
務

を
委
託
さ
れ
た
業
者
は
、
必
ず
市
発
行

の
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

　

訪
問
セ
ー
ル
ス
な
ど
で
不
審
に
感
じ

た
ら
下
水
道
課
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ

い
。

　

大
栄
都
市
計
画
区
域
に
お
い
て
首
都

圏
中
央
連
絡
自
動
車
道（
大
栄
〜
横
芝
）

を
都
市
計
画
に
定
め
る
た
め
、「
都
市
計

画
案
」と「
環
境
影
響
評
価
準
備
書
」を

縦
覧
し
ま
す
。

都
市
計
画
案
の
縦
覧

●�

縦
覧
期
間
＝
8
月
11
日（
金
）〜
9
月

11
日（
月
）（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）�

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

●�

縦
覧
場
所
＝
市
都
市
計
画
課（
市
役

所
5
階
）、
県
都
市
計
画
課（
県
庁
7

階
）

●
内
容
＝
道
路
の
変
更（
県
決
定
）

●�

意
見
書
の
提
出
＝
こ
の
案
に
つ
い
て

意
見
の
あ
る
人
は
、
9
月
25
日（
月
）

ま
で
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す（
郵
送
の
場
合
は
提
出

期
間
の
最
終
日
の
消
印
の
あ
る
も

の
ま
で
有
効
・
意
見
書
の
提
出
先
は

市
都
市
計
画
課
）

環
境
影
響
評
価
準
備
書
の
縦
覧
と
説
明
会

　

環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
の
調
査
、

予
測
、
評
価
の
結
果
を
記
載
し
た「
環

境
影
響
評
価
準
備
書
」が
作
成
さ
れ
、

次
の
と
お
り
縦
覧
と
説
明
会
が
行
わ
れ

ま
す
。

●�

縦
覧
期
間
＝
8
月
11
日（
金
）〜
9
月

11
日（
月
）（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）�

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

●�

縦
覧
場
所
＝
市
都
市
計
画
課（
市
役

所
5
階
）、
県
都
市
計
画
課（
県
庁
7

階
）、
県
環
境
政
策
課（
県
庁
3
階
）

●�
内
容
＝
環
境
影
響
評
価
の
結
果
を
取

り
ま
と
め
た
準
備
書

●�

説
明
会
＝
9
月
9
日（
土
）�

午
後
2

時
か
ら
大
栄
公
民
館
2
階
研
修
室

で
●�

意
見
書
の
提
出
＝
環
境
影
響
評
価
準

備
書
に
対
し
て
環
境
保
全
の
見
地

か
ら
意
見
の
あ
る
人
は
、
9
月
25
日

（
月
）ま
で
に
、
書
面
に
よ
り
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
郵

送
の
場
合
は
、
提
出
期
間
の
最
終
日

の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
有
効
）

●
意
見
書
に
記
載
す
る
事
項

�

意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
人
の

氏
名
お
よ
び
住
所（
法
人
な
ど
は
、

そ
の
名
称
・
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
環
境

影
響
評
価
準
備
書
の
名
称

�

環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
対
す
る
環

境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見（
日

本
語
に
よ
り
、
意
見
の
理
由
を
含
め

て
記
載
）

●�

提
出
先
＝
県
都
市
計
画
課（
〒
2
6

　

�

0
‐
8
6
6
7　
千
葉
市
中
央
区
市
場

町
1
‐
1
）

説
明
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

　

説
明
会
に
出
席
で
き
な
い
人
や
個
別

に
相
談
し
た
い
人
の
た
め
に
事
業
の
説

明
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

●�

日
時
＝
9
月
12
日（
火
）�

午
前
10
時

〜
正
午
、
午
後
1
時
〜
4
時

●
会
場
＝
大
栄
公
民
館
視
聴
覚
室

　

現
行
の
地
上
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
放
送

は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
へ
の
移
行
に

伴
い
、
2
0
1
1
年（
平
成
23
年
）7
月

24
日
ま
で
に
終
了
し
ま
す
。

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
視
聴
す
る
に

は
、
①
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
の
テ

レ
ビ
に
買
い
換
え
る　

②
地
上
デ
ジ
タ

ル
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
買
い
足
す　

③
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
済
み
の
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
で
視
聴
す
る
、
と
い
う
方
法
が

あ
り
ま
す
。

都
市
計
画
と
環
境
影
響
評
価
を

縦
覧
し
ま
す

大
栄
都
市
計
画
区
域

危
険
！

絶
対
に
遊
ば
な
い
で

農
業
用
施
設

※�

く
わ
し
く
は
農
政
課︵
☎
20
︲
1
5

　

4
2
︶へ
。

訪
問
セ
ー
ル
ス
に

ご
用
心
！

排
水
設
備
の
清
掃
・
点
検

※�

く
わ
し
く
は
同
課︵
☎
20
︲
1
5
5

　

3
︶へ
。

揚排水機場

※�

く
わ
し
く
は
市
都
市
計
画
課︵
☎

20
︲
1
5
6
0
︶ま
た
は
県
都
市

計
画
課︵
☎
0
4
3
︲
2
2
3
︲

3
1
6
8
︶へ
。

2
0
1
1
年
で

終
了
し
ま
す

ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
放
送

※�

く
わ
し
く
は
総
務
省
地
上
デ
ジ
タ

ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
受
信
相
談

セ
ン
タ
ー︵
☎
0
5
7
0
︲
07
︲

0
1
0
1
︶へ
。

作業日 予定地区 予定時間
8月7日（月）並木町（大久保台・野沢台・成瀬台）地区 午後11時

～

翌午前5時
8月8日（火）並木町（沢山・日本松）、不動ヶ岡地区
8月9日（水）飯田町、飯仲地区

※くわしくは市水道部工務課（☎22-0269）へ。

　水道部では水質維持のため、次のとおり水道水の排水作業を行います。
　予定地区では、一時的に減水・濁りなどが発生することもありますの
でご了承ください。なお、受水槽を使用している場合は、万一に備え適
切な措置をお願いします。

8月の水道水の排水作業日程
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